
工事名称 　帝人通り駐車場跡地自動車充電設備設置工事

工事場所 　三原市港町三丁目

工事内容 　本工事は、帝人通り駐車場跡地に、電気自動車充電設備の設置工事を行う。

【工事概要】

　　電気自動車充電設備　　　　　　　　　　　　　　　　一式

準　　則 公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事

編・電気設備工事編・機械設備工事編)、建築物解体工事共通仕様書 （各 令和７年版　国土交通省官房官庁営繕部

監修）に基づき施工する。

別途発注工事

・帝人通り駐車場解体等工事

関係法令等 本工事については、次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。

・建築基準法、同施行令、同施行規則

・消防法、同施行令

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則

・労働安全衛生法、同法施行令、同法施行規則

・建設業法、同施行令、同施行規則

・建設工事公衆災害防止対策要綱

・石綿障害予防規則

・大気汚染防止法、振動規制法及び土壌汚染対策法

・建設工事に係る再資源化等に関する法律、同法施行令

・その他関係法令

疑義変更 　本設計図書は、設計の大要を示すものであり、詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工する

こと。

　別途工事の設計図書について、取り合いなどの整合を確認すること。

　施工に際して疑義が生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合には、速やかに監理者と協議後、監督員の

指示により施工すること。ただし、これらに於いて請負金額の増減はなきものとする。

提出書類 　施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。

　商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する

場合は、監督員の承諾を受けること。

　設計図書に定める品質及び性能を有することについて、証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けること。

工　　期 　本工事は請負契約締結の後、令和9年2月25日をもって工期とする。

　このうち検査期間として13日間を見込んでいる。

工　事　仕　様　書



留意事項 ・入札に先立ち、現地調査を十分に行うこと。質疑がある場合は入札前に確認すること。

・図面について、設計者からの設計意図等の説明が必要な場合は申し出ること。

・図面に明示されていない事項であっても、工事上必要とされる事は工事範囲とする。

・作業日は、原則、月曜日から金曜日とし、土曜日及び日曜日は休工日とすること。

・行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、

　あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。

・本工事は、週休２日適用工事等の対象工事ではない。

・デジタル化を積極的に推進すること。

・生成AIを積極的に活用して工事を進めること。提出書類については、必ず生成AIによるチェックを行った上で提

　出すること。

・紙資料の削減を目的として、電子機器の利用を主とすること。

・定例会の資料は、電子データとすること。

・受注者は各定例会の前日までに必要な資料を所定の場所に提出すること。

・着手にあたり、工事着手前の周辺道路や近隣敷地の状況を写真等により記録しておくこと。

・近隣住民等の安全はもとより、丁寧な説明と施工により、関係者の理解と協力を得ながら実施すること。苦情等

　が発生した場合には誠意をもってこれに対応すること。

・近隣において、その他の工事が行われている場合は、取り合い工事及び工程等の調整を行うこと。

・近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音・振動・粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用

　すること。

・使用する建設機械については、原則、「低騒音型、低振動型建設機械」として国土交通省の指定を受けた機械を

　選定して使用すること。これが確認できる資料を施工計画書で示すこと。なお、事情により使用が難しい場合は

　監督員との協議を行うこと。

・解体工事・アンカー工事等の騒音・振動・粉じん等の発生が予想される工種については、施工時間及び施工方法

　等を最大限配慮した計画により作業を行うこと。

・粉塵の発生が予想される工事は、確実に散水を行う等して、周辺環境への粉塵飛散がないように作業をすること。

・施工箇所周囲の備品・機器等については、粉塵対策として養生及び清掃等を確実に行うこと。養生や移動を行う

　場合は、事前に施設管理者に連絡すること。

・近隣家屋・敷地または周辺道路に対して、工事による汚れ・損傷・粉じん等を与えた場合は、受注者が責任をも

　って、速やかに清掃及び補修等を行うこと。誠意をもって対応し、原状復旧に努めること。

・周辺道路の保全及び清掃については常に注意を払って監視をし、定期的に清掃を行うこと。

・第三者災害防止及び飛散防止対策のために、必要に応じて監督員が指示する範囲にバリケード等を設置すること。

・工事車両の通行については、近隣住民及び通学児童等の安全を最優先すること。

・工事車両は、幅員の広い道路の通行を基本とし、住宅地内などの狭い道を抜け道として使用しないこと。工事車

　両の周辺の通行経路については、工事着手前に発注者の了承を得ること。

・工事車両は、場内を5ｋｍ/ｈ以下で徐行すること。

・受注者事務所、休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。

・図面等に示されている仮設等についても、必ず受注者で安全性や施工性等を検証すること。受注者が責任をもっ

　て施工すること。

・台風や豪雨など自然災害の発生が予測される場合は、必要な対策を施すこと。また、現場巡視と災害防止対策を

　必要に応じて行うこと。

・工事に係る電気、水道及び下水道料金等は受注者の負担とする。

・工事の要求に必要な仮設は、工事に含むものとする。

・設備機器の固定については、「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版」の基準に基づいて検討し、監督員と

　協議の上、施工すること。

・工事に伴う官公庁等への手続きは、受注者により遅滞なく行うこと。この時、各種申請手数料等が発生した場合

　は受注者の負担とする。



・工程計画、取り合い工事及び工事用車両の出入り等については、当該別途契約の工事関係者と互いに協力し合い、

　相互の工事を考慮した上で十分調整し、工事の円滑な施工に務めること。

・品質について、社内検査員(当該工事に従事していない者)を定め、設計図書に基づき社内検査を実施し、書類等

　の記録に残すこと。

・本工事の外注資材、労務等の調達については、極力、三原市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。困

　難な場合は、あらかじめ理由を添えて発注者の承認を受けること。

・熱中症対策として、従業員及び作業員が必要に応じて水分を補給できるよう作業所に給水設備を設置すること。

・広島県工事中情報共有システムを利用すること。なお、本工事にシステム利用料金を見込む。

・工事書類については、工事中情報共有システムの決裁データ等を整理して、CD-R又はDVD-Rにて提出すること。

・書面での提出が必要なもの（完成図書、建退共の掛金収納書、試験結果、保証書 等）については、PDFを工事中

　情報共有システムで提出し、別に書面提出ファイルとしてまとめて提出すること。

・工事完了後、完成図として製本図面（二つ折り・A4版）を3部提出すること。

・以下の設計図面は、A2判をA3判に縮小している。（縮小率約70.7％）



番　号

Ｅ－００

Ｅ－０１

Ｅ－０２

表紙・図面リスト

電気設備工事特記仕様書

配置図

構内配電線路（ＥＶ用充電）設備　平面図

番　号 番　号 番　号 図　面　名図　面　名図　面　名図　面　名 番　号 図　面　名

帝人通り駐車場跡地自動車充電設備設置工事

Ｅ－０３

図面名

工事名年月日

設計 担当

整理番号

株式会社

図面番号

ＳＣＡＬＥ
近代設計コンサルタント Ｅ

照査

広島市中区国泰寺一丁目８番３０号

ＴＥＬ(082) 243-5555(代) 小　瀧　宏　治

一級建築士　登録第277978号

001/200（A3：70％縮小）

帝人通り駐車場跡地自動車充電設備設置工事

表紙・図面リスト



新設一式

屋外

三原市港町三丁目

帝人通り駐車場跡地自動車充電設備設置工事
特記仕様書

２）設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働く

工事用電力,水,その他

電気工事士

 ５ ．

 ４ ． 最大電力５００ｋＷ以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。

する。

本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は、すべて受注者の負担と

ナーモーター」の定格電圧２００Ｖ、ＩＰ４Ｘ、６極、５０Ｈｚの電動機を駆動したと

圧２００Ｖ、ＩＰ４Ｘ、６極、５０Ｈｚの電動機を駆動したときの値とする。

きの値とする。

（３）０．７５ｋＷ以上の効率はＪＩＳ Ｃ ４２１３「低圧三相かご形誘導電動機トップラン

　　（２）０．４ｋＷの効率はＪＩＳ Ｃ ４２１２「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電

（１）規約効率はＪＩＭーＴＲ２４５「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。

備考

９５．５ ９５．５９５．５９５．５９５．５９５．５９５．５９５．０

７５５５４５３７３０２２１８．５１５電動機出力(kW)

規約効率(％)

９４．５９４．５９４．０９４．０９３．０９２．０

１１７．５５．５３．７２．２１．５

８８．５

０．７５０．４

８６．０

電動機出力(kW)

規約効率(％)

規約効率

インバータ装置の 三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は次の数値以上とする。 １ ．

備

設

力

動

備

設

灯

電

項

事

通

共

般

一

項

事

通

共

般

一

 ５ ．
自己点検送信器
非常照明・誘導灯

送信器
多重伝送ﾘﾓｺﾝｱﾄﾞﾚｽ ４ ．

 ３ ．照度センサ設定器

照明制御の照度測定 ２ ．

照　　明　　器　　具 １ ．

適　用　区　分

天井仕上げ区分

他工事との取合い

３１．

３０．

２９．

接地極

屋上・屋側の支持金物等

プルボックスの塗装

屋外配管の仕上げ

２８．

２７．

２６．

２５． 溶融亜鉛めっき仕上げ［付着量300ｇ/㎡以上］　（ ・屋上 　・屋側　・屋外　）

ステンレス製または鋼材に溶融亜鉛めっきを施したものとする。

※ 有（製造者指定色又は指定色仕上）   ・ 無（素地仕上）　　

ステンレス製プルボックスの塗装

（　　　　　　　　　　の場合、EBはD=10 L=1000 又は W=30 L=900とする）、Ｅ ０Ｄａ、ＥＬｔ、Ｅ、ＥＥ

０Ｅ

ＤａＥ

２）ＬＥＤ照明器具の定格入力電圧はユニバーサル電圧（１００Ｖ～２４２Ｖ）

　　 地表面粗度区分　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ

　　 風速　Vo=　・３０　・３２　・３４　ｍ/ｓ

（　　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

 　　建設省告示第1455号における区域　別表（　　　　　　　 ）

 ２）積雪荷重

 １）風圧力

図面に記載されていない施工区分は、別紙工事区分表による。

電話引込口の保安器用 ＥＢ(Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

ＥＢ(Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

ＥＢ(Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

ＤｔＤ

ＬｔＥ
ＤｔＥ

ＤＥ

ＥＢ(Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

ＥＢ(Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ(Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－１組

ＥＢ(Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

（単独の場合、EBはD=14 L=1500 又は W=40 L=1200とする）

（連結の場合、EBはD=14 L=1500 又は W=40 L=1200とする）

ＥＢ(Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ(Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×２連－２組

ＥＢ(Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ(Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ(Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＡｔＥ
ｔＥ

ＬＨＥ

ＣＥ

Ｅ
ＡＥ

 Ａ・Ｃ・ＤＥ

Ｅ  Ａ・Ｄ

高 圧 避 雷 器

通    信    用

通    信    用

測　　定　　用

１０Ω以下

１０Ω以下

１００Ω以下

交　換　機　用

１０Ω以下

１００Ω以下

共　同　接　地 １０Ω以下

共　同　接　地 １０Ω以下

接地極の材料は次による。

接　　　地　　　極接地抵抗値記　号接地の種類

Ｄ　　　　　種

Ｃ　　　　　種 １０Ω以下

１００Ω以下

Ｂ　　　　　種

Ａ　　　　　種

B

１０Ω以下

Ω以下

及び

納入数　　※１個　　・　　個

納入数　　※１個　　・　　個

納入数　　※１個　　・　　個

　　　　　　　　　　　調光制御点灯時（※ 夜間   ・ 昼間）　　

照度測定時期　　　　　１００％点灯時（※ 夜間   ・　　）　　

明るさセンサーによる照明制御を行う部屋は照度測定を行い測定表を監督職員に

提出する。なお、測定箇所は監督職員の指示による。

　　ＬＥＤの光源色（ ・ 昼白色   ・ 電球色）

１）ＬＥＤの光源色は別図面に指定がある場合を除き下記による。

　　に対応するものとする。

分電盤，制御盤，端子盤などの２次側以降の配線経路，電線太さ，電線本数，管径

※ 閉鎖形（重耐塩形）　　　 ・ 閉鎖形  

・ 避雷器内蔵     ・ 地絡継電器付（※方向性   ・ 無方向性）

 ６ ．

 ５ ．

 ４ ．

端末部

高圧ケーブルの

照明用ポール

屋外端末処理

高圧ケーブルの

（素通しヒューズ）を内蔵する。ただし、ガーデンライトは除く。
照明用ポールには配線用遮断器（トリップ機能なし）又はカットアウトスイッチ

対策等）を行う。

高圧ケーブルの両端部にシースの縮み対策（熱収縮テープによるシースずれ止め

・ 一般形   ・ 耐塩形

※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。

備

設

換
交

内
構

保安器用接地

型　　　　　　式

 ２ ．

 １ ． ※ボタン電話装置  　　 ・交換装置

※本工事   ・ 別途工事

路

線

電

配

内

構

高圧負荷開閉器 ３ ．

 ２ ．地中箱

施工方法 １ ．
建物引込み部の地盤変位等への対応（設置場所は図示による。）

　　想定沈下量（ ・ ０．２ｍ以下   ・ ０．６ｍ以下   ・ １．０ｍ以下)

する。

コンクリート製埋設標は彫込み表示のものを用いる。

ハンドホール内のケーブル支持等は，マンホールに準じて行う。

蓋の記号表示　鋳型流込み（ ・ 電力   ・ 電気   ・ 　　　）

保安規程 ３ ．

兼務することができる。

・ 中国地方整備局制定の営繕工事事業用電気工作物保安規程を準用する。

・ 中国地方整備局制定の営繕工事事業用電気工作物保安規程を適用する。

上記、保安規程に定める電気保安技術者は、標準仕様書による電気保安技術者と

（付属品を含む）
露出配管の塗装２４． 塗装する部分 ・ 居室（　　　　　　　　　）   ・ 廊下   ・ 屋上、屋側 

　　　　　　 ・ 屋外   ・ 機械室　　　・　　　　　　　

電線本数・管路等２３．
などは監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

別表示

カバープレートの用途２２． シール等を貼付する。

舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、化粧蓋舗装用と

ＥＢ(Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組１０Ω以下医療用

本工事で設置する。（規模及び仕上げの程度、備品等の種類は現場説明書による。）監督職員事務所 ６ ．

の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を監督職員に提出する。

工事安全計画書 ９ ． 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、工事現場

足場

受注者事務所その他

 ８ ．

 ７ ．

　・ 内部足場（ ・ Ｅ種   ・ Ｆ種   ・ Ｇ種）

　・ 外部足場（ ・ Ａ種   ・ Ｂ種   ・ Ｃ種   ・ Ｆ種）

イドラインの別紙 １「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」におけ

る２の（２）手すり据え置き方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行う。

構内につくることができる。

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガ

　　既存設備システム（ ・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　 　　　　　）

　・　アスベスト含有設備資機材　（　・　配線用遮断器　　・　　　　　　　　　）
　・　微量ＰＣＢ含有機器　（　・ 変圧器　　・　　　　　　　　　　　　 　　　）

を調査し、監督職員に報告する。
※　撤去する機器類等について、製造年、品番等を確認し特別管理産業廃棄物の無有

施工調査 ※　施工に先立ち、改修工事関連部分（施工部位により既存性能を損なうおそれの

　　ある部分）の事前確認を行い監督職員に報告書を提出する。

１１．

　　前に監督職員に調査計画書を提出する。

・　既存設備システムの事前調査を行い監督職員に報告書を提出する。調査を行う

施工条件１０． 現場説明書による。

　　・ＰＣＢ使用機器収納容器　（ ※ 別途　 ・ 本工事（用途　　　　　  　））

　　（ ・ 金属類   ・ 盤類   ・ 電線、ケーブル   ・　　　　　　　　 　　　）

１２．

２）特別管理廃棄物
　①ＰＣＢ使用機器　※ 無 　・ 有　

１）引渡しを要するもの　※ 有 　・ 無 　発生材の分析

　　　及び処理
　　引き渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理とする。

　　・ＰＣＢ使用機器搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

（施工図含む）
完成図

ものとする。
　なお、施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する

　・ 既存完成図（ＣＡＤデータ含む）の修正（間仕切、室名等含む）を行う。

・ 原図（　※　普通紙　　・　トレーシングペーパー　）１６．

保全に関する資料１７．

１８．電線類
　　成されたものとする。

中間階

屋上及び塔屋

上層階

地下及び１階

水槽類

防振支持の機器

機器

水槽類

防振支持の機器

機器

水槽類

防振支持の機器

機器

１．５ ０．６

０．６

０．４

０．６

１．０

０．６

１．０

１．０

１．０

０．６

１．０

１．５

１．０

１．５

１．０

１．０

０．６

１．０

１．５
１．０

１．５

１．０

１．０

１．５

１．５

１．５

２．０

１．５２．０２．０２．０

１．０１．５１．５２．０

一般機器重要機器一般機器重要機器

・ 一般の施設・ 特定の施設
機器種別設置場所

 ・ 交換機　・ 火災報知受信機　・ 中央監視装置　・ 通信総合盤　・　

 ・ 配電盤　・ 非常用発電機　・ 直流電源装置　・ 交流無停電電源装置

耐震措置１９．

　重要機器は次のものを示す。

　水槽類には燃料小出し槽を含む。

　中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。

　上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～

１２階建 の場合は上層３階、１３階建以上の場合は上層４階とする。

設計用標準水平震度

（独立行政法人建築研究所監修）による。

１） 機器の据付け及び取付け

次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

２）盤内配線はＥＭ電線を使用する。ただし、製造者標準品と特記したものは除く。

設備機器の固定は次によるほか、「建築設備耐震設計・施工指針　２０１４年版」

設計用水平地震力は、機器重量［ｋＮ］に、地域係数（※1.0 ・0.9 ・0.8 ）と

１）ＥＭ電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構

　　ＰＣＢ使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。

　　※撤去予定機器の微量ＰＣＢ分析結果　　※ 無　　・ 有（　　　　　　　　）　

　　・撤去する変圧器等の微量ＰＣＢ分析を行う。分析費（※ 別途　・ 本工事）

Ⅰ．工事概要

※無し   ・ 有り　　（工　期：令和　　年　　月　　日）

電灯設備

動力設備

電熱設備

雷保護設備

受変電設備

電力貯蔵設備

発電設備

構内情報通信網設備

構内交換設備

情報表示設備

映像・音響設備

拡声設備

誘導支援設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備

防犯・入退室管理設備

火災報知設備

中央監視制御設備

医療関係設備

構内配電線路

構内通信線路

テレビ電波障害防除設備

機械設備工事

建築工事 建築工事の部による

機械設備工事の部による

工事種目

建物別及び屋外 工　　事　　種　　別

消防法施行令
延べ面積（㎡） 別表第一の区分
建築基準法による

備考階数構造建物名称

　　　　　対象部分：

４．指　定　部　分

（　　印の付いたものが対象工事種目）３．工事種目

２．建物概要

１．工事場所

Ⅱ．工事仕様

１．共通仕様

１）特記仕様及び図面に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様等のうち、

　　・ 印の付いたものによる。

２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適

　　用する。

・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和７年版）（以下、「標準仕様書」という。）

・ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和７年版）（以下、「改修標準仕様書」という。）

・ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和７年版）（以下「標準図」という。）

　　・　印と　※　印の場合は共に適用する。
　ただし、　・　印のない場合は、※　印を適用する。

１）項目は，番号に○印の付いたものを適用する。

項

事

通

共

般

一

特　　記　　事　　項項　　目区分

 １ ．

の事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督員の承諾を受

けた場合は証明となる資料等の提出を省略することができる。

明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべて

２）別表－１に示す機材等を使用する場合は、次の①から⑥すべての事項を満たす証

品質及び性能を有するものとする。
１）本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき機材の品質等

　⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。

　⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　③ 安定的な供給が可能であること。

　② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

２．特記仕様

２）特記事項のうち選択する事項は　・　印の付いたものを適用する。

達する場合は、判断の基準を満たすものとする。

平成３１年２月８日閣議決定）」に定める特定調達品目「公共工事」の品目を調

２年法律第１００号）」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（

１）本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１環境への配慮 ２ ．

　材料を使用したものとする。
　ルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない
④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムア

　断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発

２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有す

外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は
３）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象

　　すると共に、次の①から④を満たすものとする。

　等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されてない材料を使用する。

③ 接着剤は可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル

　を使用する。
② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料

　散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の

　区分に応じ た材料を使用する。

④ 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

③ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

② 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

ルデヒド発散建築材料以外の材料

④に該当する材料を指す。

① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティ

① 建築基準法施行令第20条の７第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムア

  クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、

テレビ端子

機器収容箱

監視制御装置

パワーコンディショナ及び系統連系保護装置

高圧機器

盤類

中央監視制御

監視カメラ装置

高圧負荷開閉器

高圧限流ヒューズ

高圧進相コンデンサ

高圧変圧器（特定機器）

高圧交流遮断器

高圧スイッチギヤ（ＰＷ形）

高圧スイッチギヤ（ＣＷ形）

キュービクル式配電盤

制御盤

分電盤

ＬＥＤ照明器具（一般屋内用に限る）

照明制御装置

可変速運転用インバータ装置

交流無停電電源装置

太陽光発電装置

　〃　（ＬＰガス）

検知器（都市ガス） 天井下～中心 ３００（壁付の場合）

身障者用インターホン(子機) 標準図による

標準図による外部受付用インターホン(子機)

情報・出退表示盤

実験盤
分電盤、ＯＡ盤、

   ３００

   ３００

   １５０

   ３００

   ２００

   ４００

   ９００

   ３００

天井高×０.９

天井高×０.９

天井高×０.９

１,３００

   １５０

   ３００

   ２００

   ３００

   １５０

 　８００

   ９００

   １５０

   １５０

   ３００

２，１００

２，３００

床上～上端

天井下～中心

〃

〃

ガス漏れ中継器

表示灯

ベル

１,３００

（上端１,９００以下)

１,５００

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

〃

〃

床上～中心

壁付アッテネータ

壁掛形スピーカ

子時計

壁掛形親時計

壁付電話機

壁付アウトレット

　　〃　　（和室）

  ８００～１,５００

  ８００～１,５００

  ８００～１,５００

床上～中心

〃

床上～操作部

〃

床上～中心

天井下～上端

発信機

受信機・副受信機

　　〃　　（和室）

機器収容箱

１,３００

１,５００

（上端１,９００以下)

１,５００

２,０００～２,５００

２,１００～２,３００

天井下～上端

床上～下端

〃

〃

床上～中心

鏡上端～中心

〃

〃

床上～中心

保安器箱

端子盤

操作スイッチ

手元開閉器

壁掛形制御盤

　　〃　　（鏡上）

　　〃　　（踊場）

ブラケット（一般）

１,３００

２,３００

１,３００

１,３００

〃

〃

床上～中心

床上～下端

〃

〃

〃

床上～中心１,８００～２,０００

１,８００～２,２００

１,５００

（上端１,９００以下)

１,３００

１,１００

８００～１,３００

〃

床上～中心

台上～中心

〃

〃

〃

〃

床上～中心

地上～中心

地上～窓中心

床転倒時用

壁付押ボタン(多機能トイレ)

壁付押ボタン(多機能トイレ)

壁付インターホン(上記以外)

電源箱

受付押ボタン（一般）

ベル，ブザー，チャイム

壁付発信器

(電気室・発電機室)

コンセント

　　〃（車椅子用）

　　〃　　（土間）

　　〃　　（台上）

　　〃　　（和室）

コンセント（一般）

　〃 (多機能トイレ)

スイッチ

引込開閉器

取引用計器

示

表

誘

援

支

導

灯

電

力

動

知
報
災
火

計
時
気
電

換
交
内
構

知
検
ス
ガ

声

拡

信
受
同
共
ビ
レ
テ

通
共
力
電

取付高（ｍｍ）測　　点名　　　　　称取付高（ｍｍ）測　　点名　　　　　称

他

の

そ

査
調
害
障
信
受
波
電
ビ
レ
テ

路
線

信

通

内

構

配線図記号その他 ２ ．

別表－１

機器取付高 １ ． 

 ３ ．

 ４ ．報告書

及び地点数

受信する受信波

調査時期

テレビ電波受信障害 ２ ．

 １ ．調査仕様

機　　材　　名品　　　　　目

図面に記載されていない事項は、すべて（社）日本ＣＡＴＶ技術協会の「建造物に

よるテレビ受信障害調査要領」及び「建造物によるテレビ受信障害調査要領（地上

デジタル放送）」の最新版により調査を行い、(社)日本ＣＡＴＶ技術協会の技術審

査を受けること。

・ 事前   ・ 中間   ・ 事後

　　　中継局：　　　波：　　　地点

　　　中継局：　　　波：　　　地点

提出部数　・ 事前　３部   ・ 中間　　部   ・ 事後　３部

　１）ＥＭケーブルの表記は警報用及び同軸ケーブルを除き「ＥＭ－」を省略する。

職員と協議する。

機器取付高は下記を標準とする。ただし，天井高３m以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は監督

　　想定沈下量（ ・ ０．２ｍ以下   ・ ０．６ｍ以下   ・ １．０ｍ以下)

 ２ ．地中箱

施工方法 １ ．

建物引込み部の地盤変位等への対応（設置場所は図示による。）

する。

埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から３００㎜以上とする。

ハンドホール内のケーブル支持等は，マンホールに準じて行う。

蓋の記号表示　鋳型流込み（ ・ 通信   ・ 　　　）

舗装面に使用するハンドホール及び鉄蓋は、化粧蓋舗装用と

　　ものとする。

フラッシﾕプレートの材質

あと施工アンカー

　　対象機器　  ・ 配電盤　・ 非常用発電機  ・ 自動車充電設備

 施工後確認試験

２１．

２０．

　　試験箇所数　１施工単位に対し１本以上　　　

　　試験方法　　引張試験機による引張試験　　　

　　確認強度　　対象機器ごとのアンカーボルト１本に作用する引抜き力以上

・ 金属製（ステンレス，新金属も含む）   ・ 樹脂製（使用場所　　　　　　　）

６）上記１）～４）に該当しない発生材　　※ 無　　・ 有

４）六フッ化硫黄（ＳＦ　）ガス　※ 無 　・ 有　搬出処理（ ※別途 ・ 本工事）

３）放射性物質を含むイオン化式感知器 　 ※ 無　　・ 有

    アスベスト含有設備資機材は関係法令に従い適切に処理する。

　　・アスベスト含有設備資機材搬出処理費（ ※ 別途　・ 本工事）

　　搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

　　搬出処理費（ ※ 別途　 ・ 本工事）

　　製造業者又は販売業者に回収を委託する。 

　　  　分析費（ ※ 別途   ・ 本工事）

　　・撤去するアスベスト含有設備資機材の分析を行う。

　　又はガス回収業者に回収を委託し、再使用又は再資源化する。

　　ガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受変電機器に含まれるＳＦ6ガスは、製造者

６

５）再生資源化を図るもの　※ 無   ・ 有（・蛍光管　・HIDﾗﾝﾌﾟ ・小形二次電池）

１３．建設発生土の処理 ※ 構内指示の場所に敷きならし

・ 構内指定場所に堆積

・ 構外搬出適切処理
１４．

放射線透過検査の検査費は別途とする。

非破壊検査

１５．既存躯体への穿孔
る付属装置等を用いて施工すること。
穿孔機械を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止でき

原則として探査方法は走査式埋設物調査（電磁誘導法又は電磁レーダ法）とする。
放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。

はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監督職員に報告する。

　②アスベスト含有設備資機材
　　※無　・有（・　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　）

　・ 完成図：二つ折り製本（ ・ Ａ１版　　部 　  ・ Ａ３版　３部　）

　・ 施工図：二つ折り製本（ ・ Ａ１版　　部  　 ・ Ａ３版　３部　）

※　提出要 （ ※ １部 　・　　部　）   ・ 提出不要

埋設深さ　特記なきは地表面（舗装がある場合は舗装下面）から６００㎜以上とする。

図面名

工事名年月日

設計 担当

整理番号

株式会社

図面番号

ＳＣＡＬＥ
近代設計コンサルタント Ｅ

照査

広島市中区国泰寺一丁目８番３０号

ＴＥＬ(082) 243-5555(代 ) 小　瀧　宏　治

一級建築士　登録第277978号

01NS

帝 人 通 り 駐 車 場 跡 地 自 動 車 充 電 設 備 設 置 工 事

電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書



工事場所 三原市港町三丁目９番１号

帝人通り駐車場

＜工事概要＞

・駐車場跡地の整備に伴い、自動車充電設備設置工事を行う。

・作業の実施方法・順序については、監督職員等と十分に事前協議を行う。

＜留意事項＞

図面名

工事名年月日

設計 担当

整理番号

株式会社

図面番号

ＳＣＡＬＥ
近代設計コンサルタント Ｅ

照査

広島市中区国泰寺一丁目８番３０号

ＴＥＬ(082) 243-5555(代) 小　瀧　宏　治

一級建築士　登録第277978号

02

帝人通り駐車場跡地自動車充電設備設置工事

配置図 1/200（A3：70％縮小）



図面名

工事名年月日

設計 担当

整理番号

株式会社

図面番号

ＳＣＡＬＥ
近代設計コンサルタント Ｅ

照査

広島市中区国泰寺一丁目８番３０号

ＴＥＬ(082) 243-5555(代 ) 小　瀧　宏　治

一級建築士　登録第277978号

031/200（A3：70％縮小）

帝 人 通 り 駐 車 場 跡 地 自 動 車 充 電 設 備 設 置 工 事

構 内 配 電 線 路 （ Ｅ Ｖ 用 充 電 ） 設 備 　 平 面 図
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Ｎ

中国電力柱

引込盤　WH-S

ハンドホールH2-9(R8K)

EV用充電スタンド200V　6kW×2タイプ

充電スタンド姿図

シンボル凡例

ＷＨ－Ｓ

EM-CE8sq-2C×2,E2.0(FEP40)

空配管(FEP40)

配線凡例

立下げ
ＥＭ－ＣＥＴ１００ｓｑ（Ｇ７０）

ＦＥＰ１５０×１

ＥＭ－ＣＥ８ｓｑ－２Ｃ×２，Ｅ２．０（ＦＥＰ４０）×４

ＦＥＰ４０×４

ＦＥＰ４０防水キャップで立上げ
FEP40防水キャップ

ＷＨ

（スペース）

ＭＣＣＢ
３Ｐ３００ＡＦ２５０ＡＴ

ＥＬＣＢ
３Ｐ３０ＡＦ３０ＡＴ×８

野外防水型・ＳＵＳ製（指定色塗装）
コンクリート柱取付型

接地

ＷＨ－Ｓ

地中埋設標

コンクリート柱立下げ部はG管により保護すること。

ＥＶ充電スタンド内　ＥＭ－ＣＥ８ｓｑ－２ｃ，Ｅ２．０（ＰＦ２８）×２立上げ

ＩＥ１４ｓｑ×１（ＨＩＶＥ２２）

引込盤外径(W:700,H:1600,D:200)

コンクリートポール８ｍ（支線付根巻）
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参考型番 DNE3621（パナソニック株式会社）

標準タイプ2充電 6kW ケーブル 5m、 (定格　単相AC200V　30A)

普通コンクリート Fe=21N/mm2
鉄筋　タテヨコD13@200

設備基礎



工  事  名  称

［工 事 概 要］
　三原市港町三丁目

　

《工事予算内訳》 設 計 金 額 ￥ （税込み）

　

  

消 費 税 額

　

設 計 金 額

区 分 金　　　　額 　　　　　　　　　摘　　　　要

工 事 価 格

　帝人通り駐車場跡地自動車充電設備設置工事

〈 内    訳 〉

参　考　数　量　書

用 途 , 構 造 , 面 積

工 事 範 囲  電気設備工事

別 途 発 注 工 事  解体工事

工 期  契約締結日の翌日から　令和 ９年２月２５日までを工期とする．

一 般 事 項



工事費内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接工事費      

電気設備工事    
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



工事種別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
電気設備工事    

1   
式

計



電気設備工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
充電設備工事    

1   
式

計



電気設備工事　科目別内訳

充電設備工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
充電設備        

1   
式

充電設備設置工事
1   

式
計



電気設備工事　中科目別内訳

充電設備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
充電設備        充電設備        

1   
式

計

充電設備設置工事 充電設備設置工事
1   

式
計



電気設備工事　細目別内訳

充電設備工事 充電設備 充電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
充電ｽﾀﾝﾄﾞ       6kwﾀｲﾌﾟ 2充電 ｹｰﾌﾞﾙ長5m         

4   
台

計



電気設備工事　細目別内訳

充電設備工事 充電設備設置工事 充電設備設置工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
引込盤          WH-S                            

1   
面

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) 900× 900× 900H 丸600φ 8ﾄﾝ    
3   

個
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車)   8m- 14㎝-  2.0kN              

1   
本

支線            
1   

式
電線            別紙 00-0001

1   
式

ｹｰﾌﾞﾙ           別紙 00-0002
1   

式
電線管          別紙 00-0003

1   
式

付属品          別紙 00-0004
1   

式
接地工事        別紙 00-0005

1   
式

土工事          別紙 00-0006
1   

式
地中線埋設標識  別紙 00-0007

1   
式

充電設備基礎工事 別紙 00-0008
1   

式
計



電気設備工事　別紙明細

充電設備工事 充電設備設置工事 充電設備設置工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
電線            別紙 00-0001

1   
式

EM-IE電線       2.0㎜  × 1本                   
99   

ｍ
EM-IE電線        14mm2 × 1本                   

2   
ｍ

計

ｹｰﾌﾞﾙ           別紙 00-0002
1   

式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 2C 管内                 

12   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 2C FEP内(PF･CD)         
186   

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 管内                     

7   
ｍ

計



電気設備工事　別紙明細

充電設備工事 充電設備設置工事 充電設備設置工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
電線管          別紙 00-0003

1   
式

波付硬質合成     (40)                           
樹脂管(FEP)     314   

ｍ
波付硬質合成    (150)                           
樹脂管(FEP)     3   

ｍ
厚鋼電線管(G)    (36) 露出(塗装有)              

6   
ｍ

厚鋼電線管(G)    (70) 露出(塗装有)              
6   

ｍ
厚鋼電線管(G)   (104) 露出(塗装有)              

2   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 28㎜           
電線管 (PF単層) 8   
(基準単価)      ｍ
耐衝撃性         (22) 露出                      
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 2   

ｍ
二種金属製       (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             
可とう電線管(F) 1   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

計



電気設備工事　別紙明細

充電設備工事 充電設備設置工事 充電設備設置工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
付属品          別紙 00-0004

1   
式

ﾌﾀ付ﾍﾞﾙﾏｳｽ      FEP40用                         
16   

個
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ     

1   
個

導入線          
10.8 

ｍ
計

接地工事        別紙 00-0005
1   

式
ED              

1   
か所

計

土工事          別紙 00-0006
1   

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      60.3 
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      60.3 

ｍ3
計



電気設備工事　別紙明細

充電設備工事 充電設備設置工事 充電設備設置工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
地中線埋設標識  別紙 00-0007

1   
式

地中埋設標      ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        
4   

個
埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

145   
ｍ

計

充電設備基礎工事 別紙 00-0008
1   

式
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

0.2 
ｍ3

型枠            
5.6 

㎡
鉄筋            D13                             

57.6 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ          生ｺﾝ人力打設                    
0.7 

ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  直均し仕上げ                    
仕上げ          -                               1   

㎡
計



現場管理費(積上)　明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
広島県工事中情報
共有システム    1   

式
計


